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議 案 第 ３２ 号

令 和 ５ 年 度

河 合 町 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ５ 号 ）

河 合 町



令和５年度河合町一般会計補正予算（第５号）

令和５年度河合町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ ５５，４３６千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ ８，０２４，００３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

令和 ５年 ９月 ８日 提出

河合町長 森 川 喜 之













































議 案 第 ３３ 号

令 和 ５ 年 度

河合町国民健康保険特別会計補正予算

（ 第 １ 号 ）

河 合 町



令和５年度河合町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和５年度河合町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ ２，５５２千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ ２，０５２，５５２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和 ５年 ９月 ８日 提出

河合町長 森 川 喜 之





















議 案 第 ３４ 号

令 和 ５ 年 度

河合町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（ 第 １ 号 ）

河 合 町



令和５年度河合町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度河合町の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ ９９６千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ ２，２９６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和 ５年 ９月 ８日 提出

河合町長 森 川 喜 之





















議 案 第 ３５ 号

令 和 ５ 年 度

河合町水洗便所改造資金貸付事業特別会計補正予算

（ 第 １ 号 ）

河 合 町



令和５年度河合町水洗便所改造資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度河合町の水洗便所改造資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和 ５年 ９月 ８日 提出

河合町長 森 川 喜 之





















議 案 第 ３６ 号

令 和 ５ 年 度

河合町介護保険特別会計補正予算

（ 第 １ 号 ）

河 合 町



令和５年度河合町介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和５年度河合町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ ３０，３４３千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ ２，０８９，３４３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和 ５年 ９月 ８日 提出

河合町長 森 川 喜 之





















議 案 第 ３７ 号

令 和 ５ 年 度

河合町後期高齢者医療制度特別会計補正予算

（ 第 １ 号 ）

河 合 町



令和５年度河合町後期高齢者医療制度特別会計補正予算（第１号）

令和５年度河合町の後期高齢者医療制度特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ １，１９４千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ ４８６，１９４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和 ５年 ９月 ８日 提出

河合町長 森 川 喜 之





















議案第３８号 

 

 

 

河合町印鑑条例の一部改正について 

 

 

 

河合町印鑑条例の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により、議会の議決を求めます。 

 

 

 

令和 ５年 ９月 ８日 

 

 

 

河合町長  森 川 喜 之 



河合町印鑑条例の一部を改正する条例 

 

河合町印鑑条例（平成４年６月河合町条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１３条の２を次のように改める。 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第１３条の２ 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機（町の電子計算機

と電気通信回路で接続された町又は民間事業者が設置する端末機で、証明書の交付

等の機能を有するものをいう。）に次に掲げるものを使用し暗証番号（電子署名等

に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第

１５３号。以下「公的個人認証法」という。）第２条第５項に規定する利用者証明

利用者符号を利用するために設定した暗証番号をいう。）その他必要な事項を入力

することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 

 （１） 個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号

カードであって、公的個人認証法第２２条第１項に規定する個人番号カード用利

用者証明用電子証明書が記録されたもの） 

 （２） 移動端末設備（公的個人認証法第１６条の２第１項に規定する移動端末設

備であって、同法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電

子証明書が記録されたもの） 

   附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 



議案第３９号 

 

 

 

河合町税条例の一部改正について 

 

 

 

河合町税条例の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項

の規定により、議会の議決を求めます。 

 

 

 

令和 ５年 ９月 ８日 

 

 

 

河合町長  森 川 喜 之 

 

 



河合町税条例の一部を改正する条例 

 

河合町税条例（昭和２９年４月河合村条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第３４条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額のう

ち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同

項の」を「の前項の」に、「若しくは町民税に充当し」を「、個人の町民税若しくは

森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは

納入する」に改める。 

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由し

て提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当

該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定によ

る申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支

払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申

告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるとこ

ろにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代

えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定によ

る申告書を提出することができる。 

 第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」を「

により」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の町民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて

賦課し、及び徴収する。 

 第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の合算

額」に、「によって」を「により」に改める。 

 第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び



第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に、「に

よって」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中「によって」を「に

より」に改める。 

 第４７条第１項中「特別徴収税額の」を「特別徴収税額を」に、「によって」を「

により」に、「においては」を「には」に改め、同条第２項中「通知によって」を「

通知により」に、「第１７条の２の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２

号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項

の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、

「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

 第４７条の２第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。

以下この条及び第４７条の５において同じ。）」を加え、同項第２号及び同条第２項

中「によって」を「により」に改める。 

 第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２の規定に

よって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金と

みなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、

当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入

することを委託したものとみなす」に改める。 

 附則第１５条の２第４項及び第１６条の２第３項中「１００分の１０」を「１００

分の３５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、第３６条の３の２の

改正規定及び次条第２項の規定は、令和７年１月１日から施行する。 

 （町民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の河合町税条例（以下「新条例」という。）の規定中

個人の町民税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の町民税について

適用し、令和５年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受ける



べき河合町税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において「

給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用し、

同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書について

は、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、令和６年１月１日以後に取得され

た３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、

同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に

ついては、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の軽自動車税

の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別割については、な

お従前の例による。 



諮問第１号 

 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 

人権擁護委員に下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求めます。 

 

 

 

記 

 

 

 

住  所   ■■■■■■■■■■■ 

氏  名   井 上 惠 美 子 

生年月日   ■■■■■■■■ 

 

 

 

令和 ５年 ９月 ８日 

 

 

 

河合町長  森 川 喜 之 



参 考 

 

  井 上 惠 美 子 氏 経歴 

 

（以下閲覧用議案書のため省略します。） 



同意第２８号 

 

 

 

監査委員の選任について 

 

 

 

監査委員に下記の者を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めます。 

 

 

 

記 

 

 

 

住  所   ■■■■■■■■■■■ 

氏  名   宮 塚 治 好 

生年月日   ■■■■■■■■ 

 

 

 

令和 ５年 ９月 ８日 

 

 

 

河合町長  森 川 喜 之 

 



参 考 

 

  宮 塚 治 好 氏 経歴 

 

（以下閲覧用議案書のため省略します。） 



同意第２９号 

 

 

 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 

固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので、地方税法第４２３条

第３項の規定により、議会の同意を求めます。 

 

 

 

記 

 

 

 

住  所   ■■■■■■■■■■■ 

氏  名   西 田 尚 造 

生年月日   ■■■■■■■■ 

 

 

 

令和 ５年 ９月 ８日 

 

 

 

河合町長  森 川 喜 之 

 



参 考 

 

  西 田 尚 造 氏 経歴 

 

（以下閲覧用議案書のため省略します。） 



同意第３０号 

 

 

 

教育委員会委員の任命について 

 

 

 

教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めます。 

 

 

 

記 

 

 

 

住  所   ■■■■■■■■■■■ 

氏  名   森 嶋 勝 彦 

生年月日   ■■■■■■■■ 

 

 

 

令和 ５年 ９月 ８日 

 

 

 

河合町長  森 川 喜 之 

 

 

 



参 考 

 

  森 嶋 勝 彦 氏 経歴 

 

（以下閲覧用議案書のため省略します。） 


